
役員報酬規程、及び (裏面から)職員給与の支給に関する規程

役員等報酬規程

認定 MЮ 法人東京フィルメッタス

(目 的)

第 1条 この規程は、認定 MЮ 法人東京フィルメックスの役員の報酬の支給の基準について定めるこ

とを目的とする。

(報酬及び費用の支綸)

第 2条 この法人は、常麟及び非常鋤にかかわらず、役員報酬は一切支給しない。

2、 ただし、役員に実務を依頼した場合、謝礼、旅費等の実費を支給することができる。

(補則)

第 3条 この規程の実驚に関し必要な事項は、理事会が別に定める。

2、 本規程に定めのない事項は、その都度、理事長が理事会に詰って決定する。

附則

この規程は、平成 28年 2月 26日 より施行する。

この規程は、令和元年 7月 1日 から施行する。

→次ページから「職員給与の支綸に関する規程」 (p.4まで)



職員給与の支給に関する規程

認定 NPO法人東京フィルメックス

第1章  総  員」

第1条 (適用範囲)

1。 この規程は、有期雇用職員の賃金について定めたものである。

2。 この規程に定める事項のほか、職員の賃金に関する事項は、労働基準法その他の法令の定める

ところによる。

第2条 (賃金の構成)

賃金の構成は次のとおりとする。

基 本 給

基準内賃金 当

手  当

賃  金

休 日労働割増賃金

基準外賃金

深夜労働割増賃金

第3条 (賃金計算期間及び支払日)

1.(「東京フィルメックス」事業について)賃金は、前月 21日 から起算し、当月 20日 を締め切りとした

期間(以下、「賃金計算期間」という。)について計算し、当月末日に支払う。ただし、当該支払日が

休日の場合はその前日に支払うものとする。

2。 (受話事業「フランス映画祭」について)賃金は、当月 1日 から起算し、当月末日を締め切りとした

期間(以下、「賃金計算期間」という。)について計算し、翌月 15日 に支払う。ただし、当該支払日

が休日の場合はその前日に支払うものとする。

3、 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当するときは職員 (第 1号については、その遺族)

の請求により、賃金支払日の前であっても既往の労働に対する賃金を支払う。

①職員が死亡したとき

②職員が退職し、又は解雇されたとき

③職員またはその収入によつて生計を維持している者が結婚し、出産し、疾病にかかり、災害を

被り、または職員の収入によって生計を維持している者が死亡したため臨時に費用を必要と

するとき

④職員またはその収入によつて生計を維持している者が、やむを得ない事由によって1週間以

上帰郷するとき

⑤前各号のほか、やむを得ない事情があると会社が認めたとき

4、 第一項の賃金計算期間と支払日は、職員が従事する事業の開催日に合わせて、毎年変更する。

第4条 (賃金の支払方法)

1.賃金は通貨で直接職員にその全額を支払う。

９
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2.前項の規定にかかわらず、職員の同意を得た場合は、本人が指定する金融機関の日座への振り

込みにより賃金を支給する。また、次の各号に掲げるものについては賃金を支払うときに控除する

① 源泉所得税

② 住民税(市町村民税及び都道府県民税)

③ 雇用保険料

④ その他必要と認められるもので職員代表と協定したもの

第5条 (遅刻、早退又は欠勤の賃金控除)

1.遅刻、早退又は欠勤により、所定労働時間の全部又は一部を休業した場合は、次の計算式によ

りその休業した時間に応じる賃金は支給しない。ただし、この規程又は就業規則に別段の定めの

ある場合はこの限りでない。

基本給+時間外手当+通勤手当
×時間数 (欠勤日数)

1月 平均所定労働時間 (1月 平均所定労働 日)

2.前項の場合、休業した時間の計算は賃金計算期間の末日において合計し、30分未満は切り捨て

るものとする。

3。 一賃金計算期間における賃金の総額に 10円未満の端数が生じた場合は、これを10円 に切り上

げるものとする。

第6条 (中途入社又は中途退職の賃金計算 )

1.賃金計算期間の中途に入社又は退職した者に対する当該計算期間における賃金は、次の計算

式により日割りで支給するものとする。なお、10円未満の端数の取り扱いについては前条第3項の

規定を準用する。

基本給+時間外手当+通勤手当
× 出勤 日数

1月 平均所定労働 日数

2.死亡の場合には、その月の賃金は全額支給する。

第7条 (休職期間中の賃金 )

原則として、休職期間中は賃金を支給しない。

第8条 (臨時休業中の賃金 )

会社の都合により職員を臨時に休業させる場合には、休業1日 につき平均賃金の 100分の 60に相

当する休業手当を支給する。

第2章  基準内賃金

第9条 (基 本 給)

基本給は、日給月給制とする。

第10条 (基本給の決定)

基本給は、職員の学歴、能力、経験、技能及び職務内容などを勘案して各人ごとに決定する。

第11条 (昇   給)

1.当会は、必要に応じ、臨時に昇給をする場合がある。



第12条 (休日出勤手当日残業手当)

1、 所定労働時間を超えて残業し、休日出勤をすることは原則として禁ずる。

2、 やむを得ない事情により残業、または休 日出勤をする場合には事前または事後に許可を得るも

のとし、労働契約に定める月額給与に含まれる時間外手当支給対象時間を超えた勤務に関して、第 14

条に定める割増賃金を適用する。

第13条 (通勤手当)

通勤手当は次の区分により支給する。

① 公共交通機関を利用する者 実費相当額

第3章  基準外賃金

第14条 (割増賃金)

1。 所定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超えて労働した場合には、時間外労働割増賃を、

法定の休日に労働した場合には休日労働割増賃金を、深夜 (午後 10時から午前5時までの間)に

労働した場合には深夜労働割増賃金を、それぞれ次の計算により支給する。

時間外労働

割 増 賃 金

算 定 基 準 賃 金

月平均所定労働時間
×1.25× 時間外労働時間数

休 日労働

割 増 賃 金

算 定 基 準 賃 金
× 1.35× 休 日労働 時間数

月

深 夜 労 働

割 増 賃 金
算 定 基 準 賃 金 ×0.25×深夜 労働 時間数

2.算定基準賃金とは基準内賃金から家族手当と通勤手当を除いたものをいう。

3。 所定労働時間を超え、かつ、法定労働時間を超えて労働した時間、又は休 日に労働した時間が

深夜に及ぶ場合は、時間外労働割増賃金又は休 日労働割増賃金と深夜労働割増賃金を合計し

た割増賃金を支給する。

付則

この規程は、平成 28年 2月 26日 から施行する。

この規程は、令和元年 7月 1日 から施行する。

４
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書式第 17号 (法第 55条関係 )

特定非営利活動促進法第 54条第 2項第 3号に定める事項を記載 した書類

法人名 認定 NPO法人東京フィルメックス 事 業 年 度
令和 2年 4月 1日 ～令和 3年 3

月 31日

1 資金に関する事項 [①収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項]

※ 丸数字は、特定非営利活動促進法第 54条第 2項第3号に定める事項の詳細について規定している特定非営利活動

収 益 源 泉 の 内 訳 金    額

正会員受取会費 135,000円

賛助会費受取会費 6,636,371円

受取寄付金 5193,014円

受取助成金 31,681,625円

自主事業収益 11,975,742円

受話事業収益 2,526,364 円

受取利息 184円

雑収入 2,040,308 円

円

円

円

円

円

円

△
ロ 計 60,188,424 円

(1)収益の源泉別の明細

(2)借入金の明細

(3)その他

な し

′」ヒ
:日 入 先 金    額

な し 円

円

円

円

円

△
口 計 円

促進法施行規則第 32条第 1項各号に対応 しています。以下同じです。



2 資産の譲渡等の内容に関する事項 [②資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項]

(1)資産の譲渡に係る料金及び条件等

(2)資産の貸付けに係る料金及び条件等

(3)役務の提供に係る料金及び条件等

譲 渡 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

公式カタログの販売 1,500円 税込売価

円

円

円

円

円

円

円

円

貸 付 資 産 の 内 容 料 金 条  件  等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

役 務 の 提 供 の 内 容 料 金 条  件  等

入場料 (25歳以下割) 1,000円 映画祭の入場料 (税込売価 )

入場料 (前売・割引) 1,300円 映画祭の入場料 (税込売価 )

入場料 (当 日。一般) 1,900円 映画祭の入場料 (税込売価 )

宇幕制作協力費 30,000円
字幕のデータの 1作品あたりの

利用料 (税込売価)

円

円

円

円

円



3 取引の内容に関す る事項 [③次に掲げる取引先、取引金額その他その内容に関する事項 イ 収益の生ずる取引

及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の最も多いものから順次その順位を付した場合におけるそれぞれ

第一順位から第五順位までの取引 口 役員等との取引]

譲 渡 価 格 譲渡資産の内容等取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

譲 渡

年月日

公式カタログ 1人 1

冊無償譲渡 (売価

1,500円 )

R2.10.30 0円

R2.10.30 円 同 上

R2.10.30 円 同 上

円

円

円

円

円

円

円

(1)収益の生ずる取引の上位 5者

(2)費用の生ずる取引の上位 5者

(3)役員、社員、職員若 しくは寄附者又はこれらの者の親族等との取引

イ 資産の譲渡 (棚卸資産を含む。)

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 弓1 内 容 等

10,176,000円 助成金

10,000,000 円 助成金

5,000,000 円 賛助会員会費

5,018,176円 自主事業収益 (入場料収入)

4,371,625円 助成金

氏名又は名称 住所又は所在地 取引金額 取 引 内 容 等

13,362,183円 字幕制作・翻訳、映像上映等

11,100,000円 企画料、演出料

5,985,000 円 会場使用

3,565,060 円 会場使用・広報協力

2,249,818円
会場使用、宣伝プロデューサー、

デザイン料、web制作費



口 資産の貸付け (金銭の貸付けを含む。)

ハ 役務の提供 (施設の利用等を含む。)

取引先の氏名等
法人との

関  係
住所又は所在地

貸 付

年月日
対 価 の 額 譲渡資産の内容等

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

取引先の氏名等

法人 と

の

関

係

住所又は所在地
役務の提供年

月日
対 価 の 額 役務提供の内容等

通年 11,000,000円 企画料 。演出料

R2.9.1‐ 11。 30 1,280,000円 デザイン料

通年 1,230,000円 会計顧問料等

R2.9。 1‐ 11.30 30,000円
通訳業務 (ペルシャ

語)

R2.9。 1‐ 11。 30 60,000円 通訳業務 (中 国語)

円

円

円

円

円



氏 名 寄 附 金 額 受 領 年 月 日

な し 円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

4 寄附者に関する事項 [④寄附者 (役員、役員の親族等で、当該法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が
20万円以上であるも )の氏名並びにその寄附金の額及 日]

5 給与の総額等に関する事項 [⑤給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項]

給 与 を 得 た 職 員 の 総 数 左 記 の 職 員 に 対 す る 給 与 総 額

1人 633,736円



円合   計

支出年月日 支出先の名称 所 在 地 寄附の目的等 支出した寄附金額

R3.3.31
タレンツ・トーキ

ョー実行委員会

新宿区西新宿 2‐ 6‐ 1 タレンツ・ トーキョ

ーR2年度分の赤字

補填

280,675円

円

円

円

円

円

円

円

円

円

6 支出した寄附金に関する事項 [⑥支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日]

7 海外への送金等に関する事項 [⑦海外への送金又は金銭の持出しを行った場合におけるその金額及び使途並びに

そ の 日

実  施  日 使 途 金   額

R2ノ 10/12
lLl  l4 -rz-*'ar y I',J IH
f+

74,193円

R2/10/12
仏 迂闊な犯罪」上映料

75,450円

R2/10/12
韓 」 85,064円

R2/10/12
デンマーク 「アスワン」 上映料 38,354円

香港 「七人楽隊」上映料 26,583円
R2/10ノ 13

へ」上映料 100,600円
R2ノ10/13

仏 「海が青くなるま 」 上映料
ｎ
〉
′
■

０
０

日
■

２

″
‘，
８

Ｆ

R2ノ 10/13

台湾 無薄」上映料 97,704円
R2/10/14

仏/ 死ぬ間際」上映料 201,991円
R2ノ 10ノ20

仏 消えゆくものたち
352,156円

R2ノ 10ノ20 代記」「DI」 上映料

」
R2ノ 10ノ21

イム 風 け 176,638円



R2/10/23
りに ハイファの夜」 素材転送費

50,125円

R2ノ 10/23
仏 ハイファの夜」上映料

125,010円

「日子」上映料
R2/12ノ 07 178,551円

R3/3ノ08
/ 金

1,000,000円

R3/01/15
仏/  「風が吹けば」上映料

76,578円

R3/01/15
ンマーク ア ス ワン」 114,484円

R3/01/22
仏/ くなるま ぐ」 108,486円

台湾 無書」上映料
85,088円

R3ノ02ノ22

風 け 」 90,678円
R3/02ノ22

「 日子 」
R3/02ノ22 85,088円

仏 「消えゆくものたちの年

代記」「DI」 上映料
217,627円

R3/02ノ 22
仏 風が吹けば」素材費

32,385 円

仏 125,006円
R3/02/22

R3Ю222 仏 迂闊な犯罪」上映料
85,496円

R3ノ02ノ22
lLl
f+

「イエローキャッ ト」上映
84,201円

R3Ю222
ンフ ァン 2 ロ

ロロ
85,856円

印

料

「 =マ
′イ ル ス ト ン 」 上映

R3ノ02ノ22 85,616円

円

円



法人名 認定 PO法人東京フィルメックス チェッタ欄

イ 役員の総数のうちに次の者の数の占める割合がそれぞれ 3分の 1以下であること

(1)役員及びその親族等

(2)特定の法人の役員又は使用人である者及びこれらの者の親族等
口 各社員の表決権が平等であること
ハ 会計について公認会計士又は監査法人の監査を受けていること、又は帳簿書類の備付け、取引の記

録及び帳簿書類の保存について青色申告法人に準じて行われていること
二 支出した金銭の費途が明らかでないものがある等の不適正な経理が行われていないこと

3 こ関して次に掲 していること

最も人数が多い 特 定

イ

役員数

最も人数が多
い「親族等」
のグループの

人数

割 合

(②÷①
)

の法人の役員又は使用

人である者及びこれ ら
の者の親族等」のグル

割 合

(④÷①
)

区  分

③
R2年 4月 1日 ～R3年 3月

31日 13人 0人 0%

⑤ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

◎ 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

① 年 月 日～ 年 月 日
人 人 %

―プの

人 %
申請時

(注 1)

(注2)

各欄の人数等は、第3表付表1「役員の状況」から転記してください。
③及び⑤については、小数点以下第2位を切り捨てた数値を記載してください。

ロ

3人 23.0%

人 %

人 %

人 %

人 %

人 %

各社員の表決権が平等である ③

上記を証する書類の名称とその内容等
は い

い い

え

⑤ ◎ ① ◎ ①
申 請

時

は ヤヽ

い υ`

え

は い

い い

え

はい

いセ`

え

は い

セ` υ`

え

は い

υ` い

え

は い

ヤヽ い

え

レ

書式第 7号 (法第44条・51条・58条

認定基準等チェック表 (第 3表 ) (初葉)

認定基準等チェック表 (第 3表)は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時におい

ても記載及び添付する必要があります。その場合、上記口の記載の必要はありません。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載し

た事項について、添付を省略することができます。

第 3表 (次葉)



ハ

項
日

Ｈ ③ ⑤ ◎ ① ◎ ① 申請時

会計について公認会計士又は監査法人の監査を受け

ている

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

帳簿書類の備付け、取引の記録及び帳簿書類の保存

を青色申告法人に準じて行つている

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

はい

いいえ

項
日

Ｈ ④ ⑮ ◎ ① ◎ ① 申請時

費途が明らかでない支出がある、帳簿に虚偽の記

載がある等の不適正な経理の有無
有 。無 有 。無 有 。無 有 。無 有・無 有 。無 有 。無

第3表 (次葉)

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第55条第1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出審E)に記載した事項について、改

めて記載する必要はありません。

エ ツ 3

0 =において、唄腱が明らかでないもの」とは、法人が費用として支出し

…

うち、その費治を出諄することができないも

のをしヽ 、法人が名目に関わら・ナ支出した金餞でその費途が明らかでないものが、こ:れに当たります1 なお、意目的にその支出先を

明らかにしない支出がある●合も、当然に 町田金が明らがでないもの」があることになり、日定を受けることはできませんb

項    目 記 載 要 領 注 意 事 項

イの各欄 区分欄の 日①引①」の各欄には、実績判定期間の各事業

年度 (又は各年)を記載します。

第3表付表 1「役員の状況」を記載して、「①」、「②」及

び「④」の各欄に該当する人数を転記します。

口の各欄 該当する一方を「○」で囲みます。

「上記を証する書類の名称とその内容等」欄には、例え

|よ 「定款 (又は会貝0第○条に『各正会員の表決権は、平

等なものとする』と規定」のように記載します。

「上記を証する書類の名称とその内容

等」欄には証する書類の内容を文言のと

おりに記載します。

①  「会計について公認会計士又は監査

法人の監査を受けている」の「はし可

に「○」した場合には監査証明書を添

付してくださし、

② 「帳簿書類の備付け、取引の記録及

び限簿書類の保存を青色申告法人に準

,r\a6lm

し左塑董主!こは、_菫 3表付表2「帳簿組

二の各欄

じて行つている」の「はし可 に「o」

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から「①」については、イに記載する各期間

(輌④」から「①」)を示したものです|。

該当する一方を「○」で囲みます。

なお、「④」から 口①」については、イに記載する各期間

(「④」から「①」)を示したものです。



書式第 8号 (法第44条・51条・58条関係)

役 員 の 状 況 第 3表付表 1

法人名 認定 NPO法人東京フィルメックス ③ ⑤ ◎ ① ◎ 申 請 時

役  員  数 13人 人 人 人 人 人

0人 人 人 人 人 人

3人 人 人 人 人 人

役 員 の 内 訳

氏  名 住  所 職名 続柄等

就 任 等 の 状 況

③ ⑮ ◎ ③ ◎ 申請時
就任・退任

年月日

市山 尚三

鳳目□

暉訪 軟彦

理事

理事

理事

○

○

○

平成30年 3

月 1日 就任

平成19年 7

月 1日 就任

平成19年 9

月 1日 就任

山内 真理

日コE□

源津 純子

理事

理事

理事

○

○

○

平成30年 4

月 1日 就任

平成 30年 4

月 1日 就任

平成30年 4

月 1日 就任

ロコロ

榎 菫

渡辺真起子

理事

理事

理事

○

○

⌒
Ψ

平成 30年 4

月 1日 就任

平成30年 7

月 1日 就任

平成 30年 7

月 1日 就任



中川 直政 監事 平成26年 5

月 9日 就任

○

北村 二朗 監事 平成26年 7

月 1日 就任○

理事

○

令和 2年 7

月 1日 就任

田中誠一

木村正彦 理事 令 和 元 年

10月 1日 就

任

(注意事項)

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した事

項について、添付を省略することができます。

○



書式第 9号 (法第44条・51条・58条関係)

帳簿組織の状況 第 3表付表 2

法人名 認定 NPO法人東京フィルメックス

伝 票 又 は 帳 簿 名 左の帳簿等の形態 記帳の時期 保存期間

総勘定元帳 会計 ソフ ト (弥生会

計)使用・ルーズ リー

フ

毎 日 10年

補助元帳 会計 ソフ ト (弥生会

計)使用・ルーズ リー

フ

毎 日 10年

仕訳 日記帳 会計ソフト (弥生会

計)使用

毎 日 10年

賃金台帳 エクセル使用・ルーズ

リーフ

毎月末 10年

(記載要領)

「伝票又は帳簿名」欄は、例えば「入金伝票」、「出金伝票」、「振替伝票」、「現金出納帳」、「総勘定元帳」などのよう

に記載します。

「左の帳簿等の形態」欄は、「単票」、「ルーズリーフ」、「装丁帳簿」などのように記載します。

「記帳の時期」欄は、「随時」、「毎日」、「一週間ごと」のように記載します。

・ 認定の有効期間の更新の申請に当たっては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載した

内容に変更

がないときは、添付を省略することができます。



法人名 認定 NPO法人東京フィルメックス

口 役員等に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益を与えないこと、役員等又は役員

配する法人と当法人との間の資産の譲渡等に関して特別の利益を与えないこと、役員等に対し役

員の選任その他当法人の財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えないこと、及び営

利を目的とした事業を行 う者、上記イの活動を行 う者又は特定の公職の候補者若 しくは公職にあ

る者に対し寄附を行わないこと
ハ 実績判定期間における事業費の総額のうち特定非営利活動に係る事業費の額の占める割合が 8

0%以上であること
二 実績判定期間における受入寄附金総額の70%以 上を特定非営利活動の事業費に充てているこ

と

4 事業活動に関して次に る していること

イ 宗教活動又は政治活動等を行っていないこと

イ

申請時目 (D (b) ⑥ (め (e)

有

有 有 任「轟ヨ
ヒ営】

有 有 無□

項

有 ・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有・ 無有 。無

有 ・ 無 有 ・ 無 有・ 無 有 。無

有 。無 有 ・ 無 有 。無 有 ・ 無

の

政治上の主義 を推進 し、支持

し、又はこれに反対する活動

特定の公職の候補者若 しくは公

職にある者又は政党を推薦 し、

支持 し、又はこれ らに反対する

活動

い、及び信者を教化育成する活

動

役員の職務の内容、職員に対する給与の支給の状況、当法人

とその活動内容及び事業規模が類似する他の法人の役員に対

する報酬の支給の状況等に照らして、当法人の役員に対する

報酬の支給として過大と認められる報酬の支給その他役員等

に対し報酬又は給与の支給に関して特別の利益の供与の有無

役員等又は役員等が支配する法人に対しその対価の額が当該

資産のその譲渡の時における価額に比して著しく過少と認め

られる資産の譲渡その他役員等又は役員等が支配する法人と

当法人の間の資産の譲渡等に関して特別の利益の供与の有無

役員等に対 し役員の選任その他当法人の財産の運用及び事業

の運営に関して特別の利益の供与の有無

営利を目的とした事業を行う者及びイの活動を行う者又は特

定の公職の候補者若しくは公職にある者に対する寄附の有無

申請時

有・無

有 。無

有 。無

項
日
【 (D (b) (c) (の (∂

有 。無 有 。無 有・無

有 。無 有・無 有・無

有 。無 有・無 有 。無

有 。無 有 。無 有 。無 有・無

有。国 有 。無

有。国 有・無

有。国 有 。無

有。国 有・無

チェック欄

レ

書式第 10号 (法第44条・51条・58条関係)

認 定 基 準 等 チ ェ ッ ク 表  (第 4表 )

(初葉)

『認定基準等チェック表 (第 4表 )」 は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時

においても記載及び添付する必要があります。その場合、「認定基準等チェック表 第 4表 (次葉)(ハ及び

二)」 の記載及び添付の必要はありません。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に記載

した事項について、添付を省略することができます .



章 十 竺 l Rtt r洋 竺 ∠ 4峯 .Rl峯 .^只 峯 間 任 、

認定基準等チェック表  (第 5表 )

認定基準等チェック表第 5表は、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に記載及び

添付する必要があります。

認定の有効期間の更新の申請に当たつては、添付の必要はありません。

チェック欄

レ

る は 、 正 な理由がある場合を除 同  意

きこれをその事務所において閲覧させることに同意する。
□閲覧に関する細則 (社内規則)等がある場合には、その細則 (社内規則)等を添付し しない

① 事業報告書等 (事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、年間役員名簿、社員のうち 10

人以上の者の氏名及び住所又は居所を記した書面)

② 役員名簿
③ 定款等 (定款、認証書の写し、登記事項証明書の写し)

ロ 各認定基準等に適合する旨を説明する書類、欠格事由に該当しない旨を説明する書類

寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載 した書類

前事業年度の役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

つ いて つ́

イ

てくださ

ホ

次の事項を記載した書類

① 収益の源泉別の明細、借入金の明細その他の資金に関する事項

② 資産の譲渡等に係る事業の料金、条件その他その内容に関する事項

③ 次に掲げる取引に係る取引先、取引金額その他その内容に関する事項
・ 収益の生ずる取引及び費用の生ずる取引のそれぞれについて、取引金額の多い上位 5者との取

弓|

・ 役員、社員、職員若しくは寄附者又はこれらの者の配偶者若しくは三親等以内の親族又はこれ

らの者と特殊の関係のある者との取引

④ 寄附者 (役員、役員の配偶者若しくは三親等以内の親族又は役員と特殊の関係のある者で、当該

法人に対する寄附金の額の事業年度中の合計額が 20万 円以上であるものに限る。)の氏名並びにそ
の寄附金の額及び受領年月日

⑤ 給与を得た職員の総数及び当該職員に対する給与の総額に関する事項

⑥ 支出した寄附金の額並びにその相手先及び支出年月日

⑦ 海外への送金又は金銭の持出しを行った場合 (その金額が 200万円以下の場合に限る。)におけ

るその金額及び使途並びにその実施日

① 助成金の支給を行った場合に事後に所轄庁に提出した書類の写し

② 海外への送金又は金銭の持出し (その金額が 200万円以下のものを除く。)を行う場合には事前
に又は災害に対する援助等緊急を要する場合には事後に所轄庁に提出した書類の写し

法人名 認定 NPO法人東京フィルメックス

5 次に掲げる書類について閲覧の請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除きこれ

をその事務所において閲覧させること

イ 特定非営利活動促進法第 28条に規定する事業報告書等、役員名簿及び定款等
口 各認定基準等に適合する旨及び欠格事由に該当しない旨を説明する書類
ハ 寄附金を充当する予定の具体的な事業の内容を記載した書類
二 役員報酬又は職員給与の支給に関する規程

ホ 収益の明細その他の資金に関する事項、資産の譲渡等に関する事項、寄附金に関する事項その他

一定の事項等を記載 した書類
へ 助成の実績並びに海外送金等の金額及び使途並びにその予定日を記載 した書類



書式第 14号 (法第44条・51条・58条関係)

認定基準等チェック表  (第 6、 7、 8表 )

6 実績判定期間を含む各事業年度の特定非営利活動促進法第28条に規定する事業報告書等

及び役員名簿並びに定款等を同法第 29条の規定により所轄庁に提出していること

チェック欄

特定非営利活動促進法第 28

有無

る事業報告書等及び役員名簿並びに定款等の所轄庁への提出の

(D (b) (c) (め (e)

有 鉦 有 。 無 有 。 無 有 ・ 無 有 ・ 無

法人名 認定 NPO法人東京フィルメックス

認定基準等チェック表  (第 6表 )

認定基準等チェック表  (第 7表 )

認定基準等チェック表  (第 8表 )

(注意事項)

・ 法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)の提出時に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6

表及び第 8表 )は、記載する必要はありません。
・ 認定の有効期間の更新の申請に当たつては、認定基準等チェック表 (第 6表及び第 8表)の記載の必要はありませ

ん。また、法第 55条第 1項に基づく書類 (役員報酬規程等提出書類)に配載した事項について、改めて記載する必

要はありません。

7 法令又は法令に基づいてする行政庁の処分に違反する事実、偽 りその他不正の行為により

何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公益に反する事実がないこと

法令に違反する事実、偽 りその他不正の行為により何らかの利益を得、又は得ようとした事実その他公

益に反する事実の有無

認定基準等チェック表 (第 7 は、法第 55 1項に く の

提出時に記載及び添付する必要があります。

(D (b) (c) (め (e) 申請 時

有 有 征 有 任 有 缶 有 。 無 有 ・ 無

8 請書を提出した日 の 日において、そ の 日 1 を超 る チェック欄

が経過 していること

設立年月日 平成  年  月  日事業年度 月  日～ 月  日



書式第15号 (法第44条・51条・58条関係)

欠格事由チェック表

法人名 認定NPO法人東京フィルメックス

認定、仮認定又は認定の有効期間の更新の基準にかかわら 次のし に該当する法人

は認定、仮認定又は認定の有効期間の更新を受けることができません。
1 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がある場合

イ 認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取り

合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前 1年内に当該認定特定非営利活動法人又は当該仮認定

特定非営利活動法人のその業務を行う理事であつた者でその取消しの日から5年を経過しないもの
口 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しな
い者

ハ 特定非営利活動促進法若しくは暴力団員不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑法 2餌 条等 側田顛1)

若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関する法律に違反したことによ

り、罰金刑に処せられ、その執行が終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
二 暴力団の構成員等 鐘鮮項2)

2 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人

している法人
4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過しない法人 (認

3

「

関1塞il:道
gヨ

[県L:国量 :]L」|:1:1区 ]=主[量ιどLら重」[』圭量量」L二】li納』墜」」LE」E`きる!」[`l税1証|:』]]:[Ω丞士」IL`」 il!』』藝L≧上|_2菫立)。

5 国税に係る重加算税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人
6 次のいずれかに該当する法人
イ 暴力団
口 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

1 役員のうち、次のいずれかに該当する者の有無

認定特定非営利活動法人が認定を取り消された場合又は仮認定特定非営利活動法人が仮認定を取

り消された場合において、その取消しの原因となった事実があつた日以前1年内に当該認定特定非

営利活動法人又は当該仮認定特定非営利活動法人のその業務を行う理事であった者でその取消し

の日から5年を経過しない者の有1無

禁鋼以上の刑に処せられ、その執行を終わつた日又はその執行を受けることがなくなつた日から5

年を経過しなし嗜・の有無

特定非営利活動1足進法若しくは暴力団員による不当行為防止法に違反したことにより、若しくは刑

法第204条等若しくは暴力行為等処罰法の罪を犯したことにより、又は国税若しくは地方税に関す

る法律に違反したことにより、罰金刑に処せられ、その執行が終わった日又はその執行を受けるこ

とがなくなつた日から5年を経過しない者の有無

暴力団の構成員等の有無

イ

ロ

ハ

有

有

有

有

つ
“ 認定又は仮認定を取り消されその取消しの日から5年を経過しない法人 嶺 ・ヽ |「雨

Ｒ

） 定款又は事業計画書の内容が法令等lむ劃反している法人 は い
。 ヤ`

4 国税又は地方税の滞納処分の執行がされているもの又は当該滞納処分の終了の日から3年を経過

しない法人
は い

。 ヽ

瀞
犠

こ と

(注 1)その他の事務所がある場合|よ その他の事務所所在の滞腑核影)に係る納税証明書も添付すること

(注 2)役員報酬規程等提出書には添付不要

ｒＯ 国税に係る1重な「鮮税又は地方税に係る重加算金を課された日から3年を経過しない法人 l*r,\.1[\\A

6 次のいずれかに該当する法人

暴力団

ロ 暴力団又は暴力団の構成員等の統制下にある法人

イ はし

はレ


